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この研修は、福祉サイドからはなかなか見えにくい学校教育支援センターの不登校の児童・生徒支援

の事業内容や事例への対応を知り、障害児支援の幅を広げるために、練馬区相談支援従事者会と共催

で行われました。 

第一部では、障害児相談支援事業所が関わる中で SSWが障害児支援に尽力した事例の紹介があり

ました。第二部では、学校教育支援センターから、不登校児童・生徒の学習等支援事業、教育相談事業、

スクールソーシャルワーク事業の説明や SSWが関わっている複合的な課題を抱えた児童・生徒に対す

る事例の紹介があり、質疑応答が行われました。 

 

研修内の質疑応答だけでな

く、研修終了後も名刺交換や

意見交換が活発に行われ、分

野を超えて支援者として顔の

見える関係づくりを進めてい

くこともできました！  

【SSW事業・事例紹介】 

発行元 練馬福祉人材育成・研修センター 

発行日 令和 8年 1月 13日 

※SSW（スクールソーシャルワーカー）とは？ 

 学校で様々な困難を抱えるお子さんを支えるために、お子さん本人とそれを取り巻く様々な人や機関に

働きかけ、支援を行う福祉の専門職員です。 



 

 

 

 

 

 

 

 

心のサポーター養成研修 
 

 

【日時】令和８年２月１８日（水）１4：30-1６：30 

【講師】昭和女子大学 人間社会学部 心理学科 専任講師／公認心理師・臨床心理士 岩山 孝幸 氏 
 

厚生労働省が推進する「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」構築事業の一環として、地域

で初期対応ができる人材を育成する「心のサポーター」養成事業が進められています。 

心のサポーターは、メンタルヘルスに関する正しい知識をもとに、家族や同僚など身近な人の話を傾

聴し、必要に応じた初期対応を行う担い手です。研修の後半では、日本てんかん学会所属の講師より

「てんかん」についての詳しいお話も聴く事ができますので、是非ご参加ください。 

練馬区
で

（事業
者向け

）

 

難病における「ピア相談」の意義と多職種連携 エピソード 1＆２ 
～ピア相談員の立場から～ 

 

【日時】令和８年２月 26日（木）14：30-16：30 

【講師】練馬区立大泉障害者地域生活支援センター（大泉さくら）前センター長 藤巻 鉄士 氏 

【パネリスト】大泉さくら難病ピア相談室 ピア相談員 山田 光子 氏 

        大泉さくら難病ピア相談室 ピア相談員 山本 奈緒実 氏 

        練馬区立大泉障害者地域生活支援センター（大泉さくら）主任相談支援専門員 桶本 篤史 氏 

 

障害福祉の分野では、「ピア」の位置づけが大きく変わりつつあります。令和３年度障害福祉サービス等

報酬改定において、所定の条件を満たしたピアサポーターを一部の障害福祉サービス事業所に配置する

ことで加算される「ピアサポート体制加算」が導入され、各自治体で体系的な研修が実施されています。こ

の講座では、ピアの意義を理解し、多職種連携の中でのピアの可能性を、難病ピアを通して感じていただ

ければと思います。本講座の講師は、難病ピア相談員の 3名が担います。 

 

 

介護職員等処遇改善加算 取得支援セミナー 
 

【日時】令和８年２月１９日（木）9：30-12：00 

【講師】公益財団法人介護労働安定センター 東京支部 委嘱 雇用管理コンサルタント 

社会保険労務士 吉野 美奈子 氏 

【実施形態】Zoomオンライン ※準備のため、2月１6日昼 12：00に申込みを締め切ります。 

 

介護職員等処遇改善加算は、令和７年度から加算Ⅳの１／２以上の金額を月額賃金で改善することが

要件となりました。令和８年度からは、従来、対象外とされてきたサービス事業者も対象とされ、生産性

向上や協働化に取り組む事業者への上乗せ要件も設定されています。 

この研修では、これらの要件を満たしているかの確認方法と対応について、解説いたします。令和８年

度の介護職員等処遇改善加算について適切に対応できるよう、セミナーを受けてみませんか。 

研修修了者には 

「心のサポーター認定証」

が発行されます。 

 



 

 

 

 

  

 2月の研修予定 2月に実施する研修は 1月 13日（火）９:００より

ホームページで申込開始となります 

 3月の研修予定 
3月に実施する研修は 2月 10日（火）9:00より

ホームページで申込開始となります 

オンライン研修 オンデマンド配信について 

 

申込期間 配信期間 タイトル

1月13日 (火) ９:00～ 2月1日 (日) ～
【オンライン研修　オンデマンド配信】

1月30日 (金) 12:00 2月27日 (金) 12:00 　　職員の人材育成　ベーシック研修
　　※詳しくは予約申込画面の詳細をご確認ください。

申込期間 配信期間 タイトル

2月10日 (火) ９:00～ 3月1日 (日) ～
【オンライン研修　オンデマンド配信】

2月27日 (金) 12:00 3月31日 (火) 12:00 　　職員の人材育成　ベーシック研修
　　※詳しくは予約申込画面の詳細をご確認ください。

月日 曜日 時間 研修名 会場

2月16日 (月) 9:30-11:30 練馬区の障害児福祉サービスの課題について考える
～障害児部会発足！今こそ現場の声を練馬区に届けよう～

2月18日 (水) 9:00-12:00
今井塾！生活保護制度と低所得者施策

2月18日 (水) 14:30-16:30
心のサポーター養成研修

2月19日 (木) 9：30-12：00
介護職員等処遇改善加算　取得支援セミナー

Zoomオンライン

2月26日 (木) 9：30-11：30 練馬区の重層的支援体制整備事業「多機関協働事業」における
ケース検討会議について知り、連携をさらに深めよう

2月26日 (木) 14:30-16:30 難病における「ピア相談」の意義と多職種連携　エピソード1＆２
～ピア相談員の立場から～

練馬福祉人材育成・

研修センター研修室

練馬福祉人材育成・

研修センター研修室

集合・Zoomオンライン

★NEW★

★NEW★

Zoomオンライン

★NEW★

リニューアル

月日 曜日 時間 研修名 会場

3月11日 (水) 9：30-11：30
介護支援専門員の不安を軽減しよう！
６５歳到達の引き継ぎ時に必要な障害福祉サービス制度等の知識や
実務を知る（仮）

3月16日 (月) 9：30-11：30 障害者の高齢期に向けた「準備の支援」とは（仮）

3月19日 (木) 14:30-16:30
地域での孤立を防ぐために、私たち専門職ができること
～生活困窮者や高齢者、障害者、子ども等を
地域から孤立させない支援について～

練馬福祉人材育成・

研修センター研修室

講師の都合により日程が

変更になりました！ 

 



 

 

 

 

練馬福祉人材育成・研修センター 
〒179-0072 東京都練馬区光が丘 6-4-1 受付時間:午前 9時～午後 5時  定休日:土曜・日曜・祝日 

 ☏：０３－６７５８―０１４５ 

 

：kensyu-center@nerima-swf.jp 

 HP：https://www.nerima-carenet.jp/ 

 

 

（HP に お問い合わせフォームもございます） 

 

研修センターでは事業所の職員がいきいきと働き続けられるように支援します♪ 

 こころとからだの安心ほっとライン  ～人材定着事業～ 

話してみませんか しごとの不安や悩み 
オンラインで 対面で 

面談方法を選択できます 長年、福祉現場に携わってきた、現場の状況に詳しい外部相談員が、「仕事や職場
環境のこと」「将来やキャリアのこと」など、不安やモヤモヤ、悩みなどをお聞きします。 
安心な環境の中、おしゃべりを楽しむつもりでお気軽にご相談ください。 

ねりま 介護・福祉 仕事の悩み相談室 

詳しくは事業所に別途ご案内のチラシをご覧ください 

 

仕事の 

モヤモヤ 

将来への 

キャリアアップ 

人材確保イベント情報 

2月 15日（日）に開催するイベントです。 

「練馬区内で介護・福祉の仕事をしたい」とい

うお知り合いの方がいらっしゃいましたら、

ぜひ、おすすめしてください！ 

一緒に働く仲間を増やしましょう！ 

 

【第1部】 ふくしの仕事はじめてセミナー 

【第2部】 お仕事相談・面接会 

 

【会場】練馬区立区民・産業プラザ 3階 

ココネリホール 

1/6（水）より申込受付中 

研修センターへの電話またはＷＥＢにて申込 

練馬区内に台風、大雨、大雪による警報が出ている場合、研修は実施しますか？ 
Q15 

①研修の実施に支障がなければ通常通り実施します。ただし、前日に研修の中止を決定した場合は、該当する研修に

申込をしている事業所宛に早めに連絡いたします。 

②研修当日に実施可否判断する場合は、以下のような対応になります。 

https://www.nerima-carenet.jp/

